
 

令 和 7 年 6 月 2 6 日 

海事局海洋・環境政策課 

検 査 測 度 課 

 

シップ・リサイクル法が施行されます 
～シップ・リサイクル事業者として３社に対して許可を行いました～ 

 

 

 

 

 

 

１ シップ・リサイクル法概要 

(1) シップ・リサイクル事業者の許可 

総トン数 500 トン以上の船舶のシップ・リサイクルを行う事業者は、シップ・リサイク

ル法に基づき、施設ごとに主務大臣（国土交通大臣、厚生労働大臣及び環境大臣）の許可

を取得することが必要となります。 

(2) 有害物質一覧表の作成 

総トン数 500 トン以上の船舶の所有者は、シップ・リサイクル事業者の安全等確保、環

境保全の観点から、船舶内の有害物質の使用場所・使用量等を記した有害物質一覧表の作

成等が必要となります。 

 

２ シップ・リサイクル施設の許可 

 本日、国土交通省、厚生労働省及び環境省は、以下の３事業者に対して、シップ・リサ

イクル法に基づき総トン数 500 トン以上の船舶のシップ・リサイクルを行う事業者として

許可を行いました。 

➢ オオノ開發株式会社 

➢ 久屋産業株式会社 

➢ 益田商会株式会社 

 

法制度の詳細については、下記 HPをご確認ください。 

https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk8_000047.html 

 

 

 

 

 本日、シップ・リサイクル条約（※1）の発効にともない、我が国においてもシップ・

リサイクル法（※2）が施行されます。同法の施行に併せて、シップ・リサイクル事業

者として３社に対して許可を行いました。 

※1 二千九年の船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための香港国際条約 

※2 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律 

＜問合せ先＞ 

【１ (1)、２関係】 海事局 海洋・環境政策課  馬場、加藤 

 代表：03-5253-8111（内線 43926、44178） 直通：03-5253-8118 

【１ (2)関係】 海事局 検査測度課  緑川 

 代表：03-5253-8111（内線 44128） 直通：03-5253-8639 


